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マエストロの解説

　消費税法30条10項では、居住用賃貸建物に
ついて「……住宅の貸付けの用に供しないこと
が明らかな建物以外の建物……」と定義してい
るのであるが、そもそも居住用賃貸建物とは、
未来永劫住宅家賃が発生しない建物を意味する
のだろうか……。それとも、賃貸する時点にお
いて、店舗や事務所など、住宅家賃が発生しな
い状態の建物を意味するのであろうか……？
　筆者は十数年にわたり、東京税理士会と東京
地方税理士会の税務相談員を担当しているが、
実務の現場では、分譲マンションを取得し、事
務所として使用したり賃貸した場合の取扱いが
所轄税務署により異なっているようだ。
　構造がマンション（居住用）だから居住用賃
貸建物に該当し、仕入税額控除はできないと回
答した税務署がある。その一方で、決算までに
事務所として賃貸することを契約書により明ら
かにしているならば、たとえ構造が居住用でも
居住用賃貸建物には該当しないと回答した税務
署があったようだ。
　居住用賃貸建物に該当するとした場合、賃貸
物件であれば第3年度の課税期間において加算
調整（取戻し控除）が可能となるのでトータル
の仕入控除税額は変わらない。しかし、取得時
に控除できるのか第3年度の課税期間における
税額調整になるのかが所轄税務署により異なる
などということは、本来あってはならない異常
事態なのである。
　この、最も重要であるはずの居住用賃貸建物
の定義であるが、困ったことに、法令からは、
はっきりと読み取ることができない。本稿で
は、法令や通達、市販されている書籍などを参
考に、まずはこの居住用賃貸建物の定義につい
て考えてみたい。その上で、近年増加している
民泊事業と居住用賃貸建物の関係について検討
する。
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